
愛媛県地域交通活性化地区協議会設置要綱  

  

（設置）  

第１条 地域の実情に応じて、生活バス路線、離島航路並びに地域鉄道等の生活交通の確

保に関する事項を協議するため、愛媛県地域交通活性化推進会議設置要綱第７条の規

定に基づき、各地方局に愛媛県地域交通活性化地区協議会（以下｢地区協議会｣とい

う。）を設置する。  

  

（協議事項）  

第２条 地区協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項に関し協議を行う。  

（１）生活交通確保維持改善計画（地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

（平成 23年３月 30日国総計第 97号、国鉄財第 368号、国鉄業第 102号、国自旅第

240 号、国海内第 149号、国空環第 103号。以下「交付要綱」という。）第２条第１

項第１号に規定する計画をいう。）の策定及び事業の評価（同要綱第３条第５項に規

定する評価をいう。）に関すること。  

（２）交付要綱第７条第１項各号及び第２項各号に掲げる事項に関すること。  

（３）生活交通改善事業計画（鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱（平成 20

年４月１日国鉄施第 106号）第 32条第１項第１号に規定する計画をいう。）の策定に

関すること。  

（４）具体的な生活交通の確保に関すること。  

（５）その他各地方局管内の生活交通の確保に関すること。  

  

（組織） 

第３条 地区協議会は、別表１に掲げる職にある者を委員として組織する。  

  

（会長及び副会長） 

第４条 地区協議会に、会長１人、副会長２人を置く。  

２ 会長は、各地方局地域産業振興部長の職にある者を、副会長は、四国運輸局愛媛運

輸支局首席運輸企画専門官（輸送・監査）及び四国運輸局海事振興部離島航路活性

化調整官の職にある者をもって充てる。  

３ 会長は、地区協議会を代表し、会務を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。  

  

（会議等） 

第５条 地区協議会は、会長が招集し、議長となる。  

２ 会長は、必要に応じて、利用者等関係者の出席を求め、意見等を聴くことができ

る。  

３ 会長は、必要に応じて、第３条に規定する委員の内、別表２に掲げる一分野の委員

のみを招集して、第２条に規定する協議事項を協議することができる。ただし、招

集分野の委員の過半数の出席がなければ地区協議会を開くことができない。  

４ 地区協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

５ 会長は、次の各号に掲げる協議事項について、協議会の招集にかえて、別表２に掲

げる該当分野の委員に対し、書面により協議を行うことができる。  



(１)生活交通確保維持改善計画又は交付要綱第７条第２項第４号に掲げる事項の変更

であって、計画の変更による補助申請額の総額の増減が１０パーセント以内であ

るもの  

(２)交付要綱第３条第５項に規定された事業の評価  

(３)その他、会長が書面による協議を認める事項  

６  会長は、第２条各号に規定する協議事項の協議の結果について、同条第１号及び

第３号から第５号までに係るものは愛媛県地域交通活性化推進会議の会長に、同条

第２号に係るものは愛媛県地域公共交通網再編協議会の会長に遅滞なく報告するも

のとする。  

 

 （地域公共交通会議）  

第６条 道路運送法の規定に基づき、一又は複数の市町長が設置する地域公共交通会議

については、地区協議会に対し設置の届出を行った場合には地区協議会の分科会とす

る。  

２ 前項の地域公共交通会議において、第２条第２号に規定する協議事項について協議

が調ったときは、その結果を地区協議会の会長に遅滞なく報告するものとする。  

３ 地域公共交通会議の主宰者から前項の報告があったときは、地区協議会において協

議が調ったものとみなす。ただし、複数の地域公共交通会議に関係する場合におい

て、その結果が一致しないときは、この限りではない。  

  

（庶務） 

第 7条 地区協議会の庶務は、各地方局地域産業振興部地域政策課において処理する 

 

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、地区協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。  

  

   附 則  この要綱は、平成 23年５月 19日から施行する。  

   附 則  この要綱は、平成 24年５月 21日から施行する。  

   附 則  この要綱は、平成 27年４月 15日から施行する。  

   附 則  この要綱は、平成 29年５月１日から施行する。  

   附 則  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

   附 則  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

  

別表１（第３条関係）  

機  関  名  職   名  備 考  

愛媛県  各地方局地域産業振興部長  会長  

四国運輸局愛媛運輸支局  首席運輸企画専門官（輸送・監査）  副会長  

四国運輸局海事振興部  離島航路活性化調整官   〃  

市町  市町の副市長又は担当課長  （※）  

(一社)愛媛県バス協会  専務理事    

(一社)愛媛県ハイヤー・タクシー

協会  

専務理事    

愛媛県旅客船協会  会長    



交通事業者  各事業者の担当課長  （※）  

公共交通機関利用者  
市町から推薦のあった公共交通機関

利用者  
（※※）  

 （※）各地方局管内の具体的な生活バス路線、航路、鉄道に該当する関係者  

 （※※）２名  

  

別表２（第５条第３項関係）  

分野区分  機 関 名（※）  備 考  

バス  愛媛県  会長  

四国運輸局愛媛運輸支局  副会長  

域内に生活バス路線の存する市町    

(一社)愛媛県バス協会    

(一社)愛媛県ハイヤー・タクシー協会    

生活バス路線を運行する交通事業者    

公共交通機関利用者    

航路  愛媛県  会長  

四国運輸局海事振興部  副会長  

域内に生活航路の存する市町    

愛媛県旅客船協会    

生活航路を運航する交通事業者    

公共交通機関利用者    

鉄道  愛媛県    会長  

四国運輸局愛媛運輸支局  副会長  

域内に鉄道もしくは軌道の存する市町    

鉄道もしくは軌道を運行する交通事業者    

公共交通機関利用者    

 （※）各機関の委員の職名は、別表１で定める。  

  


